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資料３－３ 



本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 平成２６年 ９月 第８８回東京都港湾審議会 

平成２６年１１月 交通政策審議会第５８回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

 平成２８年 １月 第９０回東京都港湾審議会 

 平成２９年 ５月 第９２回東京都港湾審議会 

 平成３０年 ７月 第９３回東京都港湾審議会 

 令和 元年 ５月 第９４回東京都港湾審議会 

 令和 ２年 １月 第９５回東京都港湾審議会 

 令和 ２年１１月 第９６回東京都港湾審議会 

の議を経た東京港の港湾計画の軽易な変更をするものである。
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変更理由 

 

臨海副都心のまちづくりに係る計画の変更に対応し、中部地区 

の港湾環境整備施設計画及び土地利用計画を変更する。 
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港湾の環境の整備及び保全 

１ 港湾環境整備施設計画 

東京２０２０大会レガシーと水辺空間の魅力を生かした大規模な

公園緑地を位置づけるとともに、既定計画の有明親水海浜公園の一

部として整備するため、港湾環境整備施設を次のとおり計画する。 
 

 
中部地区  緑地 ６ｈａ     ［新規計画］ 
      緑地 ６ｈａ     ［既設］ 
      緑地  １ｈａ     ［既設］ 
      海浜  延長５００ｍ  ［既定計画］ 

 

既設 
中部地区  緑地  ６ｈａ 

緑地  １ｈａ 
既定計画 

中部地区  海浜  延長５００ｍ 
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土地造成及び土地利用計画 

１ 土地利用計画 

東京２０２０大会レガシーと水辺空間の魅力を生かした大規模な

公園緑地を位置づけるとともに、既定計画の有明親水海浜公園の一

部として整備するため、土地利用計画を次のとおり変更する。 
 
 

（単位：ha） 

 

 

     用途 

 

 地区名 

埠
頭
用
地 

港
湾
関
連
用
地 

交
流
厚
生
用
地 

工
業
用
地 

都
市
機
能
用
地 

交
通
機
能
用
地 

緑
地 

廃
棄
物
処
理 

施
設
用
地 

海
面
処
分
用
地 

合
計 

中部地区 
(148) (93) (48) (29)  (44) (49)   (411) 

148 93 48 29 188 137 119   762 

注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、特に密接に関連
する土地利用計画で内数である。 

注２）端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とならない。 
 



 

 

 

 

東京港港湾計画位置図

羽田地区 

中央防波堤地区 

南部地区 

中部地区 

東部地区 

内港地区 

凡  例 

計画変更箇所 

東京港位置図 






















